
ＳＮＳ広告を見てお試し価格のファンデーションを
注文。肌荒れが起きたので販売店に連絡しようとし
たら、定期購入になっていることに気付いた。解約
を希望すると定価との差額９千円の支払いを求めら
れ、納得できない。（２０代 女性）

　
　

 ～18歳からの「君ならどうする？」～

 若年者のための消費生活サポート情報

事　例

 困った時はひとりで悩まず相談しましょう！

　北海道立消費生活センター  受付時間  平日／午前９時～午後４時３０分

 相談専用電話　□050-7505-0999
　消費者ホットライン※　□188（「嫌や！」泣き寝入り）

　※全国共通の電話番号。お住まいの市町村など、近くの消費生活相談窓口をご案内します。
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ひとこと
アドバイス

「お試し価格」「初回限定○％オフ」は要確認！

⚠ネット通販の定期購入トラブル ⚠にご注意

○サポート情報のバックナンバーはこちらから
　～18歳から大人～若年消費者のための特設ページ
　URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/youngindex.html

　○ 低価格やお試しを強調する化粧品や健康食品などのネッ
トやＳＮＳ広告につられて申し込むと、実際には複数回
の購入が条件となる「定期購入」契約だった、というト
ラブルが多く寄せられています。

　○ 特定商取引法では、最終確認画面で、購入回数や販売価
格（２回目以降の代金、支払総額）、返品や解約方法な
どについて、分かりやすく表示することが義務づけられ
ています。これらの表示をスクリーンショットで残して
おきましょう。

　○ 誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取
り消せる可能性があります。困ったらお近くの消費生活
相談窓口へご相談を。
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